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し
か
る
に
、
特
殊
教
育
の
現
状
は
、
ご
く
一
部
を
除
き
ほ
と
ん
ど
が
野
放
し
の
状
態
で
、
政
府
の
施
策
は
、
民

間
の
篤
志
家
の
善
意
の
上
に
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
責
任
の
一
端
を
果
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
事
態
は
、
ま
こ
と

に
寒
心
に
た
え
な
い
。 

国
は
、
教
育
基
本
法
に
基
づ
き
、
国
民
に
対
し
就
学
の
義
務
を
課
す
る
と
同
時
に
、
児
童
の
保
護
に
当
た
り
、

児
童
福
祉
法
を
制
定
し
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
児
童
福
祉
保
障
に
関
す
る
責
任
を
定
め
、
さ
ら
に
児
童
憲
章

第
十
一
条
に
「
す
べ
て
の
児
童
は
、
身
体
が
不
自
由
な
場
合
、
ま
た
は
、
精
神
の
機
能
が
不
十
分
な
場
合
に
、
適

切
な
治
療
と
教
育
と
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。
」
と
は
つ
き
り
そ
の
責
任
の
内
容
と
所
在
を
規
定
し
て
い
る
。 

一 

心
身
の
不
自
由
児
に
と
つ
て
も
法
の
下
に
は
平
等
で
、
就
学
の
機
会
均
等
は
当
然
の
権
利
と
い
う
べ
き
で
あ 

 
よ
つ
て
次
の
項
に
関
し
、
政
府
の
明
確
な
る
所
見
を
承
り
た
い
。 
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問
主
意
書 

三 

 



 

二 

本
問
題
は
、
そ
の
性
質
上
傷
口
は
小
さ
い
が
奥
行
き
は
深
く
広
い
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
氷
山
が
一
角
を
水
面

に
露
頭
す
る
姿
に
似
て
、
全
貌
は
は
な
は
だ
掌
握
し
が
た
い
。
し
か
る
に
政
府
の
こ
れ
に
対
す
る
姿
勢
は
、
た

ま
た
ま
表
面
化
さ
れ
た
問
題
を
断
片
的
に
と
り
あ
げ
、

糊こ

塗
的
対
策
を
と
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
施
策
を
欠
き
、

十
分
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
。 

か
か
る
事
情
を
勘
案
す
る
と
き
、
今
日
の
特
殊
教
育
行
政
は
ま
こ
と
に
不
完
全
き
わ
ま
る
も
の
で
、
国
の
怠

慢
と
言
つ
て
も
過
言
で
な
い
と
思
う
。
政
府
は
す
み
や
か
に
制
度
の
充
実
に
一
段
の
努
力
を
は
ら
う
べ
き
で
あ

る
と
思
う
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
基
本
的
所
見
を
承
り
た
い
。 

る
。
適
切
な
る
教
育
の
結
果
、
社
会
復
帰
の
道
を
た
ど
る
こ
と
は
、
ひ
と
り
本
人
の
幸
福
の
み
な
ら
ず
、
国
に

と
つ
て
も
貴
重
な
る
人
的
資
源
の
拡
充
に
な
る
。
ま
た
、
不
幸
に
し
て
社
会
復
帰
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
者
に
対

し
て
は
、
十
分
な
る
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
国
の
当
然
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

政
府
は
、
今
も
つ
て
全
国
的
な
実
態
調
査
も
行
な
わ
ず
、
す
べ
て
の
施
策
は
推
定
の
上
に
た
ち
、
問
題
点
の 

四 

 



 

三 

文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
特
殊
教
育
課
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
一
日
現
在
、
特
殊
児
童
生

徒
推
定
数
は
百
二
万
四
千
四
百
八
名
に
達
す
る
。
こ
れ
に
は
弱
視
、
難
聴
、
言
語
障
害
児
は
含
ま
れ
て
い
な 

 

い
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
言
語
聴
覚
学
会
が
千
九
百
五
十
一
年
大
統
領
に
提
出
し
た
公
式
調
査
の
結
果
よ
り
推
算 

(ニ ) 

国
庫
負
担
に
よ
る
教
育
治
療
制
度
の
実
施 

(ハ ) 

教
職
員
養
成
機
関
の
整
備
充
実
並
び
に
教
職
員
の
待
遇
改
善 

(ロ ) 

国
立
中
央
研
究
所
の
設
立 

(イ ) 

全
国
的
な
実
態
調
査
の
実
施 

解
明
に
つ
い
て
専
門
的
検
討
を
加
え
る
努
力
を
欠
い
て
い
る
。
施
設
教
職
員
数
は
不
足
し
、
そ
の
待
遇
も
外
国

例
に
比
し
て
低
い
。
さ
ら
に
、
心
障
児
を
も
つ
家
庭
の
多
く
は
、
そ
の
経
済
的
負
担
に
苦
し
ん
で
い
る
。 

右
に
関
す
る
政
府
の
所
見
を
承
り
た
い
。 

よ
つ
て
、
少
な
く
と
も
次
の
諸
点
に
関
し
て
は
、
早
急
に
実
現
を
計
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

五 

 



 

 

六 

す
れ
ば
、
言
語
障
害
児
は
実
に
七
十
五
万
八
千
七
百
七
十
名
に
達
す
る
。
両
者
を
合
算
す
れ
ば
、
学
齢
児
童
中

約
二
百
万
近
い
心
障
児
が
存
在
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
で
は
特
殊
学
級
の
絶
対
数
は
余
り
に
も
不
足
し
、

言
語
障
害
児
の
就
学
率
は
五
千
人
に
一
人
に
す
ぎ
な
い
。 

他
方
昭
和
四
十
一
年
度
の
特
殊
教
育
課
の
予
算
は
七
十
億
円
に
満
た
な
い
。 

政
府
は
、
こ
れ
で
十
分
な
対
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
信
が
あ
る
の
か
、
そ
の
所
見
を
承
り
た
い
。 

四 

「
早
期
発
見
の
早
期
教
育
」
が
特
殊
教
育
の
鉄
則
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
、
そ
の
教
育
の
効
果
を
享
受
で
き
ぬ
、

重
症
心
身
障
害
児
、
精
神
薄
弱
児
、
筋
ヂ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
等
の
特
殊
の
病
気
を
わ
ず
ら
う
児
童
に
は
、
社
会
復
帰

の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
成
年
に
達
し
た
心
身
障
害
者
を
加
え
る
な
ら
ば
、
数
百
万
に
達
す
る
心
身

障
害
者
が
、
こ
の
世
に
生
存
す
る
わ
け
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
心
身
障
害
者
福
祉
基
本
法
の
ご
と
き
発

想
の
上
に
た
つ
て
、
こ
れ
を
母
法
と
す
る
一
連
の
立
法
措
置
を
講
ず
る
意
思
は
な
い
か
、
所
見
を
承
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


